
第２次高槻市立認定こども園配置計画
【令和３年度～７年度】

１．高槻市立認定こども園配置計画（平成３０年度～令和２年度）について

市では、質の高い幼児教育・保育を将来にわたって維持していくため、高槻市子ども・子育て会議の答申を踏ま

え、平成２８年９月に策定した「高槻市立就学前児童施設の在り方に関する基本方針」に基づき、平成２９

年４月に「高槻市立認定こども園配置計画【平成３０年度～令和２年度】」を策定し、取組んできました。

平成28年1月 高槻市子ども・子育て会議に諮問

平成28年4月 高槻市子ども・子育て会議の答申

平成28年7月 高槻市立就学前児童施設の在り方に関する基本方針に係るパブリックコメントの実施

平成28年9月

平成29年4月

令和 3年4月 高槻市立認定こども園配置計画（平成３０年度～令和２年度）の総括

第２次高槻市立認定こども園配置計画の策定へ

本市の就学前教育・保育をめぐる課題

・増大する保育需要への対応
・定員割れにより適正な集団規模の維持ができない公立幼稚園の増加
・地域型保育事業所を卒園した3歳児の受入枠の確保
・保育人材の育成 等

高槻市立就学前児童施設の在り方に関する基本方針の策定

～4つの柱～
①公立施設の認定こども園への移行と1号認定子どもの3年保育の実施
②公立施設を地域の核として整理・集約
③民間の積極的活用
④教育・保育の一体的提供及び教育・保育の推進に関する体制の確保

高槻市立認定こども園配置計画（平成30年度～令和2年度）の策定

配置計画の推進

「第二次高槻市子ども・子育て支援事業計画」
で定める教育・保育提供区域

４．第２次高槻市立認定こども園配置計画（令和３年度～７年度）

高槻市立就学前児童施設の在り方に関する基本方針に基づき、より良い教育・保育環境の整備に向けて、

以下のとおり優先して実行すべき内容について定め、取組を進めていきます。

（１）富田保育所の耐震化・認定こども園化

・ 耐震課題のある富田保育所について、「市立就学前児童の在り方に関する基本方針」との整合性を考

慮し、現地に富田認定こども園として、富田幼稚園との統合整備を行います。

・ 園舎の建替えにあたっては、仮設園舎の整備として、富田幼稚園地内において園舎の改修及び増築を

行い、令和５年度から仮設園舎で認定こども園の運営を開始します。

・ 現富田保育所用地で認定こども園舎として建替えを行い、令和７年度から新園舎での運営を行います。

・ 認定こども園の運営主体は、魅力ある保育サービスの充実と整備期間の短縮及び整備財源確保のため、

民間運営とします。

・ 民間への移管にあたっては、富田地域における当該保育所、幼稚園の実績を考慮した手法を検討します。

（２）公立施設の地域型保育事業との連携

・ 公立施設を、地域型保育事業所を卒園する３歳の受け皿としての役割を担う施設として設定し、教育・

保育のスムーズな接続を図ります。

・ 現在、１３施設ある公立認定こども園・保育所の各施設において受入れ可能な３歳の枠を活用し、地

域型保育事業所の卒園児を優先的に受入れます。

・ 保育内容の支援として、地域型保育事業所を対象とする研修等の積極的実施により、保育の質の向上

などの連携を図ります。

（３）認定こども園配置数の基本的な考え方の検討

・ 教育・保育提供区域ごとに、核となる認定こども園を１か所設置するとともに、区域の特性等に応じて必

要となる施設数の検討を行います。

令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７

（１）富田保育所の耐震化・認定こども園化

測量・鑑定（現富田保育所用地）

仮設園舎で認定こども園運営

新園舎で認定こども園運営

（２）公立施設の地域型保育事業との連携

（３）認定こども園配置数の基本的な考え方の検討

（年度）

令和３年７月 高槻市子ども未来部
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概要版



【保育サービス・子育て支援の充実】

〇認定こども園化（民営化含む）に伴う保育内容の充実

〇保育の質の向上（高槻子ども未来館での取組）

【市の財政負担の軽減】

〇コストの削減

〇建替え等に対する財源確保

・高槻市就学前教育・保育人材育成協議会の設置 ⇒ 公私が合同で質の向上に向けた取組

・公私合同研修の充実 ⇒ 救命救急講習・人権研修・衛生管理研修などを実施

・保育教諭等スキルアップ研修を実施 ⇒ 市内施設の保育教諭等の優先枠を確保

・行政・民間施設合同での定例会議の開催 ⇒ 市内の教育・保育に関する情報を共有

・保護者の就労形態にかかわらず連続した教育・保育の提供が可能

・1号子どもに対する長時間受入れや給食提供を実施

・建替えが進むことにより、老朽化、耐震化、駐車場確保などの課題を解消

・英語、スイミング、運動指導など特色ある多様な取組が充実

３．配置計画（平成３０年度～令和２年度）の取組への主な声

配置計画（平成３０年度～令和2年度）を進めるにあたっては、主に次のような声がありました。

【計画全般】

・説明会の回数を増やして欲しい。（保護者、地域住民）

・認定こども園と保育所、幼稚園の違いや認定こども園のメリットについて、詳しく教えて欲しい。（保護者）

・全公立施設を認定こども園化するとのことですが、今後のスケジュールを教えて欲しい。（保護者）

【公立施設の整理・集約】

・幼稚園と保育所が一つになることで、教育や保育の内容や質が大きく変わってしまいませんか。（保護者）

・定員が変わり、下の子が入りにくくなりそうで不安です。希望者（1号・2号子どもとも）が全員入れる定員設定を

して欲しい。（保護者）

・集約後の施設は自宅から遠いため、通うのが大変です。（保護者）

・ＰＴＡや保護者会はどのようになりますか。1号子どもと2号子どもで負担の偏りは起こらないのでしょうか。（保護者）

・遠方からの車送迎が増えることで、迷惑駐車や渋滞が起こりそうで不安です。（地域住民）

【民間の積極的活用】

・先生が一斉に変わることで子どもが不安にならないか心配です。（保護者）

・制服や習い事などで保護者の金銭的な負担が増えるのではないでしょうか。（保護者）

・事業者はどうやって選ぶのですか。選ばれた事業者がしっかりとした教育・保育をされるのか不安です。（保護者）

・これまでの地域との関わりや公立小学校との交流などはなくなってしまうのでしょうか。（地域住民）

・土地の有償譲渡が移管条件ですが、資金的に困難です。土地を賃貸借する手法は選択できないのでしょうか。

（事業者）

２．配置計画（平成３０年度～令和２年度）に基づく取組の成果

平成２９ 平成３０ 令和元 令和２

（１）公立施設の整理・集約及び認定こども園化

（２）公立幼稚園の園区制廃止

（３）民間の積極的活用による認定こども園化

（４）高槻子ども未来館の開設

（５）公立幼稚園の就労支援型預かり保育の拡大

（年度）

（１）公立施設の整理・集約及び認定こども園化 ２０２０（令和２）年度開設

五領認定こども園（０～５歳） ←五領・上牧幼稚園、五領保育所の３施設を統合

１号子どもの３年保育も実施

三箇牧認定こども園（３～５歳） ←三箇牧・柱本幼稚園の２施設を統合

１号子どもの３年保育も実施

（２）公立幼稚園の園区制廃止 ２０１８（平成３０）年度開始

保護者の自由な施設選択を可能に

（３）民間の積極的活用による認定こども園化 ２０２０（令和２）年度開設

清水・磐手・日吉台幼稚園の３施設を民間認定こども園化（３～５歳）

芥川・柳川保育所の２施設を民間認定こども園化（０～５歳）

※令和２年度は仮設園舎で保育所を運営

芥川は令和３年４月から、柳川は令和３年６月から認定こども園化

（４）高槻子ども未来館の開設 ２０１９（令和元）年度開設

高槻認定こども園（０～５歳） ←高槻保育所の老朽化・耐震化に伴う対応（移転）

１号子どもの３年保育、病児保育、休日一時預かり保育も実施

保育の担い手となる人材育成機能 ←民間施設の職員等も対象とした研修など

（５）公立幼稚園の就労支援型預かり保育の拡大 ２０１９（令和元）年度開始

新たに富田幼稚園で就労支援型預かり保育を実施（芥川・西大冠・富田）

２号子どもの３歳の受入れも実施

【計画実施による認定こども園施設数と定員数（２・３号子ども）の増】

実施

実施

実施

実施

高槻子ども未来館

・国・府補助金 約777,513千円

・土地売却収入 762,476千円 合 計 約1,539,989千円

・保育の受け皿 215人増

・人件費・運営経費の減 合 計 約93,675千円/年

H29 R3 増減数

公立幼稚園 22 15 ▲ 7

公立保育所 13 9 ▲ 4

公立認定こども園 1 4 3

民間認定こども園 ― 5 5

8

※H29は4月1日、R3は6月1日現在

（施設数）

幼保連携型認定こども園

五領認定こども園

芥川認定こども園

実施

32

三箇牧認定こども園

柳川認定こども園

H29 R3 増減数

公立幼稚園
（就労支援型預かり保育）

65 120 55

公立保育所 1,340 980 ▲ 360

公立認定こども園 74 321 247

民間認定こども園 ― 273 273

520

（２・３号子どもの定員数）

幼保連携型認定こども園

※各年度4月1日現在

施設整備や

市民サービスの充実に活用


